
                                    

愛知勤労身体障害者体育館指定管理者運営モニタリング結果（平成３０年度） 

 

１ 施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定管理概要 

 

 

  

 

   

 

 

 

３ 利用状況  

                                          （単位:人、件） 

※計画値とは、指定管理者を選定する際に提出された計画値を指します。 

 

４ 収支状況    

（単位:千円） 

区分 
３０年度 ２９年度 増減 

(①－②) 計画値 実績値(①) 計画値 実績値(②) 

収入計 19,254 19,223 18,708 18,685 538 

 利用料金収入 － － － － － 

指定管理料 18,554 18,554 18,608 18,608 -54 

その他 700 669 100 77 592 

支出 19,254 19,223 18,708 18,033 1190 

収支差 0 0 0 652 -652 

                                            

区分 
３０年度 ２９年度 増減 

(①－②) 計画値 実績値(①) 計画値 実績値(②) 

体育館 10,000 10,927 10,000 10,589 338 

計 10,000 10,927 10,000 10,589 338 

施設名 ： 愛知勤労身体障害者体育館 
所在地 ： 稲沢市祖父江町祖父江寺西 14番 5 
設置根拠： 愛知県労働者福祉施設条例（昭和 53年 供用開始） 
設置目的： 勤労身体障害者が余暇を活用し、心身の健全な発達と勤労意欲の高揚に資する。 
施設概要： 敷地面積 8,036.37㎡ 

主な建物 体育館 
駐車場 28台 

      開館時間：火曜日～土曜日・・・・12時 30 分～21時 30分 
     日曜日・祝日・・・・・08時 30分～17時 30 分 
休館日 ：月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日） 
     12月 29 日～翌年 1月 3 日 

指定管理者名  社会福祉法人 祖父江愛照会 
指定期間    平成 28年 4月 1 日から令和３年 3月 31 日まで 
指定管理者選定時の主な提案内容とその実施状況 
 ホームページを利用した情報発信（H27 より実施）、交通手段としての無料送迎サービス（森上駅、山崎

駅等 月 2 回程度実施）、仕様書を上回るイベントの開催（10/7 卓球バレー交流会、11/7 はなのきの
里とボッチャ交流会の実施、3/16 祖父江愛照会卓球大会）11/23 ボッチャ交流会時に専門的講座を招い
てのルール講習会の実施 



 

 

５ モニタリング結果 

（１）総合評価 

 

（２）区分ごとの評価 

 

 

 

 
 
（３）今後の対応等 

 

 
 

 

 

６ 利用者からの反応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

７ その他 

 
 

 

○ 問い合わせ先 

 

評価 評価内容 

Ａ 
仕様書にないイベントを実施するなどして目標人数を上回った。また、熱中症対策のための給

水設置など利用者の安全確保にも努めており、適切な施設運営を行っている。 

区分名称 評価 評価内容 

基本項目  Ａ 
基本項目に関して、県の期待通り行っており、利用者への指導や自己啓発にも積極

的である。 

施設の適正な 

管理 Ａ 県の求める水準で適正に行われている。 

サービスの 

維持・向上 
Ａ サービス維持向上のため、常に丁寧な対応を心掛けている。 

運営等の安定性 Ａ 運営に関して県の求める水準で適正に行われている。 

○ 県の求める水準で適正に行われている。指定管理者と情報共有し協力しながら、施設のさらなる 

効率的・効果的な運営向上に努めていきたい。 

 

 

スポーツ教室・・・①もう少し参加者が増えるとうれしい。（卓球） 

                  ②いろいろな練習法があり、勉強になりました。（テニス） 

大会・交流会・・・①女子トイレが使いやすく改良されていたおかげで助かりました。（卓球） 

          ②皆さん楽しそうで、親善に役立ったと思います。（テニス） 

          ③お水や温かいお茶ありがとうございます。（無料提供）(バスケットボール） 

         ④とても楽しい時間をありがとうございます。（卓球バレー） 
利用者からの要望 

  ・車いす用トイレの手すりを固定してほしいという要望に対し、職員が可動式のトイレ手すり部分を固定具で固定

して対応した。 

・第 12 回車いすバスケットボール大会において、昼休憩が不要との申し出に対し、関係者、審判、ボランティアの

皆さんから意見を伺い、「各チームの食事、作戦タイム、休憩等を考えると、30 分程度の昼休みは必要である」

との意見が多数であったため、申出者にその旨を伝え納得して頂いた。 

 

 

 

 

○ 特になし 

労働局労働福祉課 勤労福祉グループ 

電話：０５２―９５４―６８９９（ダイヤルイン） 

ファクシミリ：０５２―９５４―６９２６ 

メールアドレス：rodofukushi＠pref.aichi.lg.jp 

【評価の基準】 

S 県の求める水準を大幅に上回る   A+ 県の求める水準を上回る A 県の求める水準（業務仕様書の水準）

B 県の求める水準に対して一部不十分 C 県の求める水準に対して不十分 


